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２
月
は
、
神
埼
市
役
所
で
行
い
、

５
組
（
５
人
）
が
来
庁
さ
れ
ま
し
た
。

皆
さ
ま
か
ら
の
意
見
を
広
く
お

聞
き
す
る
た
め
、
各
庁
舎
の
入
口
に

意
見
箱
を
設
置
し
て
い
ま
す
。

ま
た
、
神
埼
市
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

の
「
ご
意
見
・
問
い
合
わ
せ
」
か
ら

も
記
入
し
て
い
た
だ
け
ま
す
。

皆
さ
ま
か
ら
い
た
だ
い
た
意
見

を
大
切
に
し
な
が
ら
よ
り
よ
い
神

埼
市
に
向
け
て
取
り
組
み
ま
す
。
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神
埼
市
役
所　

秘
書
広
報
課

�
３
７�
０
０
８
８

������

��������

��������������

�������������

�������	�
�
�������	
������
�������	
����
�������	
���
��������	

�
�
�
�
�
�
�
	


�

�
�
�
�
�
�
�
	


�


�
	


�
�
�
�
�
�
�
	



４
月
１
日
か
ら
本
庁
及
び
総
合
支

所
で
発
行
し
て
い
た「
搬
入
検
認
書
」

は
廃
止
に
な
り
、
脊
振
広
域
ク
リ
ー

ン
セ
ン
タ
ー
へ
直
接
持
ち
込
み
が
で

き
る
よ
う
に
な
り
ま
す
。

ま
た
、
土
曜
日
（
午
前
８
時
半
か

ら
正
午
ま
で
）
も
直
接
搬
入
が
で
き

る
よ
う
に
な
り
ま
す
。

※
本
人
確
認
の
た
め
、
身
分
証
明
書

な
ど
の
提
示
が
必
要
と
な
り
ま
す
。

※
搬
入
で
き
る
ご
み
に
つ
い
て
は
、

ご
み
カ
レ
ン
ダ
ー
な
ど
で
ご
確
認

く
だ
さ
い
。
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神
埼
市
役
所　

環
境
課

　
�
３
７�
０
１
１
２

　

千
代
田
総
合
支
所　

市
民
福
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市
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　神埼市役所　税務課

　�３７�０１１４
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・「
燃
え
る
ご
み
用
」
の
袋
が
２

�
�

種
類
（
大
・
小
）
に
な
り
ま
す
。

�
�

�
�
�
�
�
�

・「
白
色
ト
レ
イ
」
の
袋
の
名
称

が
「
ト
レ
イ
」
に
変
更
さ
れ
ま

�
�

�
�

す
。（
色
柄
ト
レ
イ
も
収
集
し

ま
す
。）

・「
空
缶
」「
空
ビ
ン
」の
袋
が「
空

�
�

缶
・
空
ビ
ン
」に
統
合
さ
れ
、
一

�
�

�
�
�
�

緒
に
回
収
し
ま
す
。

・「
牛
乳
パ
ッ
ク
」「
新
聞
・
広
告
、

雑
誌
」
の
袋
を
廃
止
し
、
ひ
も

�
�
�

で
く
く
っ
て
出
す
こ
と
が
で

�
�

�
�
�
�
�
�
�

き
ま
す
。

・「
有
害
ご
み
」
の
指
定
袋
を
廃

止
し
、
任
意
の
袋
（
中
身
が
見

�
�

�
�
�

え
る
袋
）
で
出
す
こ
と
が
で
き

ま
す
。
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こ
れ
ま
で
、
市
民
の
皆
さ
ん
か
ら
指
定
ご
み
袋
関
係
に
つ
い
て
「
袋
の

種
類
が
多
い
」「
可
燃
ご
み
袋
の
種
類
を
増
や
し
て
ほ
し
い
」
な
ど
の
要

望
が
あ
り
、
今
回
、
全
体
的
な
見
直
し
を
行
い
ま
し
た
。
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現
在
、
市
で
は
、
市
民
の
生
命
と
健

康
を
守
る
た
め
、「
神
埼
市
新
型
イ
ン

フ
ル
エ
ン
ザ
対
策
行
動
計
画
」
に
つ
い

て
、
今
月
末
を
目
途
に
策
定
作
業
を
進

め
て
い
ま
す
。

こ
の
行
動
計
画
に
基
づ
い
て
、
具
体

的
な
市
役
所
の
対
応
や
発
生
時
の
市

民
の
皆
さ
ん
の
行
動
の
仕
方
な
ど
、
詳

細
を
決
め
て
い
き
ま
す
。

計
画
に
つ
い
て
は
、
市
の
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
に
掲
載
す
る
ほ
か
、
市
報
な
ど

で
お
知
ら
せ
し
ま
す
。
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特
例
免
除
は
、
申
請
す
る
年
度
ま

た
は
前
年
度
に
お
い
て
退
職（
失
業
）

の
事
実
が
あ
る
場
合
に
対
象
と
な
り

ま
す
。

保
険
料
免
除
の
申
請
は
、
市
役
所

窓
口
へ
「
国
民
年
金
保
険
料
免
除
申

請
書
」
を
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

�
�
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�

①
年
金
手
帳
ま
た
は
基
礎
年
金
番
号

が
わ
か
る
も
の
（
納
付
書
等
）

②
認
印
（
本
人
が
署
名
す
る
場
合
は

不
要
）

③
失
業
し
て
い
る
こ
と
を
確
認
で
き

る
公
的
機
関
の
証
明
の
写
し（
雇

用
保
険
受
給
資
格
者
証
、離
職
票

等
）

※
特
例
免
除
と
は
、
通
常
で
あ
れ
ば

審
査
の
対
象
と
な
る
本
人
所
得
を

除
外
し
て
審
査
を
行
い
、
保
険
料

の
納
付
が
免
除
さ
れ
る
も
の
で
す
。

（
配
偶
者
、
世
帯
主
に
一
定
以
上

の
所
得
が
あ
る
と
き
は
保
険
料
免

除
が
認
め
ら
れ
な
い
場
合
が
あ
り

ま
す
。）
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国
民
年
金
に
は
、
追
納
と
い
う
制

度
が
あ
り
、　

年
以
内
な
ら
免
除
を

１０

受
け
た
期
間
の
保
険
料
を
納
め
る
こ

と
が
で
き
ま
す
。

追
納
を
さ
れ
る
こ
と
に
よ
り
、
老

齢
基
礎
年
金
の
年
金
額
に
算
入
さ
れ

ま
す
。
ま
た
、
免
除
が
承
認
さ
れ
た

後
２
年
度
を
経
過
す
る
と
、
当
時
の

保
険
料
に
加
算
金
が
つ
き
ま
す
の
で
、

早
め
に
追
納
さ
れ
る
こ
と
を
お
す
す

め
し
ま
す
。
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社
会
保
険
庁
で
年
金
記
録
の

確
認
を
行
っ
て
い
ま
す
が
、
約
３

０
０
万
件
に
つ
い
て
住
所
不
明

で
差
出
元
に
戻
っ
て
い
ま
す
。

「
ね
ん
き
ん
特
別
便
」
が
届
か

な
か
っ
た
方
は
、
お
問
い
合
わ
せ

く
だ
さ
い
。
ま
た
、
確
認
の
返
送

が
ま
だ
の
方
は
、
返
送
を
お
願
い

し
ま
す
。
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佐
賀
社
会
保
険
事
務
所
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　免除期間の年金額の計算は、保険料が納付された場合と
比較して３分の１となります。
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　病気や事故で障害が残ったときの障害年金や、一家の働
き手がなくなったときの遺族年金など、免除承認期間につ
いては、支給対象の期間とされます。

近
年
、
東
南
ア
ジ
ア
に
端
を
発
し
た

鳥
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
（
Ｈ
５
Ｎ
１
）
の

感
染
拡
大
に
よ
り
、
新
型
イ
ン
フ
ル
エ

ン
ザ
の
発
生
が
危
惧
さ
れ
て
い
ま
す
。

ほ
と
ん
ど
の
人
が
新
型
の
ウ
イ
ル

ス
に
対
す
る
免
疫
を
持
っ
て
い
な
い

た
め
、
世
界
的
な
大
流
行
（
パ
ン
デ

ミ
ッ
ク
）
と
な
り
、
大
き
な
健
康
被
害

と
こ
れ
に
伴
う
社
会
的
影
響
を
も
た

ら
す
こ
と
が
懸
念
さ
れ
て
い
ま
す
。

新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
へ
の
感
染

力
か
ら
、
流
行
を
完
全
に
抑
え
る
こ
と

は
不
可
能
と
い
わ
れ
、
対
策
次
第
で
は

流
行
規
模
を
小
さ
く
す
る
こ
と
は
可

能
で
す
。

神
埼
市
地
域
公
共
交
通
会
議
・
活
性
化

協
議
会
は
、
道
路
運
送
法
及
び
地
域
公

共
交
通
の
活
性
化
・
再
生
に
関
す
る
法
律

の
規
定
に
基
づ
き
設
置
さ
れ
ま
し
た
。

神
埼
市
の
新
た
な
公
共
交
通
体
制
を

構
築
す
る
た
め
、
地
域
住
民
・
交
通
事

業
者
・
行
政
が
連
携
し
て
検
討
を
行

な
っ
て
い
ま
す
。

現
在
、
１
月
９
日
（
第
１
回
）
と　
３０

日
（
第
２
回
）
に
開
催
し
た
会
議
の
会

議
録
に
つ
い
て
、
公
開
し
て
い
ま
す
。
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平
成　

年
３
月　

日
（
火
）
ま
で

２１

３１

 

（
土
・
日
・
祝
日
を
除
く
）

午
前
８
時
半
か
ら
午
後
５
時
半
ま
で

�
�
�
�
�

・
神
埼
市
役
所　

企
画
課

・
各
総
合
支
所　

総
務
企
画
課

・
市
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
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神
埼
市
役
所　

企
画
課
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